
　

こ
れ
ま
で
自
分
で
保
険
料
を
納

め
て
い
な
か
っ
た
職
場
の
健
康
保

険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

も
、
長
寿
医
療
制
度
で
は
、
被
保

険
者
と
な
り
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
保
険
料
の
軽

減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

①
被
保
険
者
に
な
っ
た
月
か
ら
２

年
間
は
、
保
険
料
の
均
等
割
額
が

５
割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
（
２
年

間
は
所
得
割
は
課
せ
ら
れ
ま
せ

ん
）。

②
特
別
措
置
と
し
て
、
平
成
20
年

４
月
か
ら
９
月
ま
で
は
保
険
料
の

全
額
が
免
除
さ
れ
、
平
成
20
年
10

月
か
ら
平
成
21
年
３
月
ま
で
は
保

険
料
の
均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ

れ
ま
す
（
所
得
割
額
は
課
せ
ら
れ

ま
せ
ん
）。

　

年
金
額
に
よ
っ
て
納
め
方
は

２
種
類
に
分
か
れ
ま
す
。
年
額

18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
け

取
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
年
金

か
ら
保
険
料
が
差
し
引
か
れ
ま

す
（
特
別
徴
収
）。
そ
れ
以
外

の
場
合
は
町
か
ら
送
ら
れ
て
く

る
納
付
書
に
よ
っ
て
個
別
に
納

め
ま
す
（
普
通
徴
収
）。

※
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
合

わ
せ
た
保
険
料
額
が
、
年
金
額

の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合
は

年
金
か
ら
の
差
し
引
き
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減

均等割額が９割軽減され、
所得割額は免除されます

■被扶養者の保険料控除・免除（平成 20 年度）

保険料の所得割額 免除 免除

保険料の均等割額 免除 ９割軽減
（１割負担）

▲平成 20 年４月 ▲平成 20 年 10 月 平成 21 年３月▲

保険料は全額免除されます

保険料の納め方

年金から差し引かれる人（特別徴収）

●対象となるのは　年金が年額 18 万円以上の人
●納　め　方　は　年６回の年金の定期払いの際に、年金の受給額
　　　　　　　　　から保険料があらかじめ差し引かれます。

年金からの保険料徴収を口座振替に切り替えることができます
　長寿医療制度の保険料を年金からの差し引き（特別徴収）で納め

ていた人のうち、次の場合は、保険料を口座振替での納付に切り替

えることができます。くわしくは税務課へお問い合わせください。

①国保の保険税（本人）が口座振替により納付する場合。

②連帯納付義務者（世帯主または配偶者）が、本人（年金収入が

180 万円未満の人）に代わって口座振替で納付する場合（控除によ

り世帯の税負担が軽くなる場合があります）。

●前年の所得が確定しないため、仮に算定

　された保険料額を納めます。

●確定した年間保険料額から仮徴収分を差

　し引いた額を、３回に分けて納めます。

仮徴収
4 月 (1 期 ) 6 月 (2 期 ) 8 月 (3 期 )

本徴収
10 月 (4 期 ) 12 月 (5 期 ) 2 月 (6 期 )

見直しが
行われ
ました

健
康
で
長
生
き
で
き
る
医
療
制
度
を
め
ざ
し
て
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